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野木町農業委員会第２０回総会 会議録 

 

１．開催日時   令和４年２月２１日（月）午前１０時招集 

 

２．開催場所   野木町役場 新館２階 第２会議室 

 

３．出席委員   ９名 

会 長      ９番  黒 須 市 郎 

会長職務代理者  ７番  田 村 良 実 

委 員      １番  鈴 木   誠  ２番  柿 沼   誠 

３番  古 澤 清一郎  ４番  渡 邉 初 枝 

   ５番  針 谷 盛 也  ６番  須 田 啓 一 

   ８番  舘 野 アサ子 

 

４．事務局職員  潮事務局長・田宮庶務農地係長・尾崎主事 

 

５．付議案件 

議案第１号   農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２号   非農地証明願について 

議案第３号   野木農業振興地域整備計画の変更について 

議案第４号   農地利用集積計画の策定について 

議案第５号   農地法第３条第２項第５号に規定する農地取得に係る下限面積（別段面積）の設定について 

報告第１号   農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理報告について 

報告第２号   農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告について 

   報告第３号   農業経営責任者変更届の受理報告について 
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「 議  事 」 

 

事 務 局   開会を宣言（午前１０時） 

 

議  長   あいさつ及び出席委員数の報告及び総会成立宣言を行う。 

議事に入る前に、議事録署名人指名について会議に諮った。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声を受け、議席番号７番 針谷盛也委員、８番 須田啓一委員 

を指名した。書記には、尾崎主事を指名した。 

議事に入る旨を告げる。議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請 

について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第１号 受付番号７４について説明。 

 

       受付番号７４ 

       野渡   １筆  ４９０㎡  登記・現況ともに畑 

       譲渡人   Ａ 氏 

       譲受人   Ｂ 氏 

       移転の内容 売買による所有権移転 

       事由の概要 住宅敷地 

 

議  長   野渡地区担当調査員の報告を求めた。 

 

１番委員   ２月１４日、２番委員、地元担当の７番委員、地元推進委員と代理人立会 

のもと現地調査を行った。 

Ｂ氏は現在アパートに住んでいますが、子供の成長に伴い自己用住宅の建築 

を考えたため。本申請となったとのことでした。なお、第１種農地ですが、 

代替性がなく集落接続が取れることから許可にあたっては何ら問題ないと 

思われますので、ご審議お願いします。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員   調査員の報告のとおり、何ら問題はないと思われる。 

 

議  長   質疑がないか諮った。（質疑なし） 

質疑がないため、議案第１号 受付番号７４について許可することに賛 

成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 
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全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第２号 非農地証明願について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第２号 受付番号７０について説明。 

 

       受付番号７０ 

       野 渡  １筆  ２３９㎡  登記簿 畑・現況 宅地 

       願出人  Ｃ 氏 

       事由の概要 昭和２３年頃より住宅敷地として利用しているため。 

 

議  長   野渡地区担当調査員の報告を求めた。 

 

２番委員   ２月１４日、１番委員、地元担当の７番委員、地元推進委員と代理人立会 

のもと現地調査を行った。 

願出のとおり昭和２３年より住宅敷地として使用されていることを確認し 

ましたので、許可にあたっては何ら問題ないと思われます。ご審議お願い 

します。 

 

議  長   質疑がないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員   調査員の報告のとおり、何ら問題はないと思われる。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

       質疑がないため、議案第２号 受付番号７０について許可することに賛成 

の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、受付番号７５について事務局に説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第２号 受付番号７５について説明。 

       野 渡   １筆  １，２０８㎡  登記簿 畑・現況 雑種地 

       願出人   Ｄ 氏 

       事由の概要 平成１１年５月頃より資材置場及び駐車場（車庫）として利 

用しているため。 

 

議  長   野渡地区担当調査員の報告を求めた。 

 

２番委員   ２月１４日、１番委員、地元担当の７番委員、地元推進委員と代理人立会 
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のもと現地調査を行った。 

願出および国土地理院の航空写真のとおり平成１１年以前より資材置場及 

び駐車場（車庫）として利用されていることを確認しましたので、許可に 

あたっては何ら問題ないと思われます。ご審議お願いします。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員     調査員の報告のとおり要件を満たしているので、何ら問題ないと思われま 

       すので、ご審議お願いします。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

       質疑がないため、議案第２号 受付番号７５について許可することに賛成 

の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第３号野木農業振興地域整備計画の変更について事務局の説明 

を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号 整理番号１について説明。 

       佐川野   １筆 ３，０８３㎡の内１３８㎡ 台帳 畑・現況 宅地 

       利用目的  住宅敷地 

利用予定者 Ｅ 氏 

所有者   Ｅ 氏 

 

議  長   佐川野地区担当調査員の報告を求めた。 

 

６番委員      ２月１５日、４番委員、地元担当の８番委員、地元推進委員と代理人立会 

のもと現地調査を行った。 

       農地の１部が住宅敷地と利用されていたため、本申請にいたったとのこと 

である。なお、今回の農業振興地域からの除外が認められたあとに非農地 

証明を申請予定である。 

許可にあたっては何ら問題ないと思われますので、ご審議お願いします。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

８番委員   調査員の報告のとおり、何ら問題はないと思われる。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 
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       質疑がないため、議案第３号 整理番号１について許可することに賛成の

挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第４号 農地利用集積計画の策定について事務局の説明を求め 

た。 

 

事 務 局   議案第４号 農地利用集積計画の策定について説明。 

 

整理番号３－７６ 

       更 新 丸 林  １５筆  計１３，１４６．１９㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｆ 氏 

       設定を受ける者  Ｇ 氏 

期 間      令和４年３月１日から令和９年２月２８日 

利用権の種類   賃借権 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払時期  毎年９月末日までに支払い 

 

整理番号３－７７ 

       更  新 丸 林   １筆  ９６９㎡ 現況 田 

       設定する者     Ｈ 氏 

       設定を受ける者   Ｇ 氏 

期 間       令和４年３月１日から令和９年２月２８日 

利用権の種類    賃貸借 

借 賃       １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払時期   毎年９月末日までに支払い 

 

整理番号３－７８ 

       新 規 佐川野   ３筆  計２，５１６㎡ 現況 田 

       設定する者     Ｉ 氏 

       設定を受ける者   Ｊ 氏 

期 間       令和４年３月１日から令和１４年２月２９日 

利用権の種類    賃借権 

借 賃       １０ａあたり５，０００円 

       借賃の支払時期   毎年１２月末日までに支払い 

 

       整理番号３－７９ 

       新 規 佐川野   １筆  １，６８２㎡ 現況 畑 
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       設定する者     Ｋ 氏 

       設定を受ける者   Ｊ 氏 

期 間       令和４年３月１日から令和１４年２月２９日 

利用権の種類    使用貸借権 

 

整理番号３－８０ 

       新 規 佐川野   １筆  ２，４３１㎡ 現況 畑 

       設定する者     Ｌ 氏 

       設定を受ける者   Ｊ 氏 

期 間       令和４年３月１日から令和１４年２月２９日 

利用権の種類    使用貸借権 

 

整理番号３－８１ 

       新 規 佐川野   １筆  ３，４２１㎡ 現況 田 

       設定する者     Ｍ 氏 

       設定を受ける者   Ｊ 氏 

期 間       令和４年３月１日から令和１４年２月２９日 

利用権の種類    使用貸借権 

 

整理番号３－８２ 

       更 新 川 田   ２筆  計１，６０８㎡ 現況 田 

       設定する者     Ｎ 氏 

       設定を受ける者   Ｏ 氏 

期 間       令和４年３月１日から令和９年２月２８日 

利用権の種類    賃借権 

借 賃       全面積で米１俵 

借賃の支払時期   毎年１２月末日までに支払い 

 

整理番号３－８３ 

       更 新 南赤塚    ２筆  計３，７２４㎡ 現況 田 

       設定する者     Ｐ 氏 

       設定を受ける者   Ｑ 氏 

期 間       令和４年３月１日から令和９年２月２８日 

利用権の種類    賃借権 

借 賃       １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払時期   毎年１２月末日までに支払い 
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整理番号３－８４ 

       新 規 中 谷   １筆  ９９８㎡ 現況 田 

       設定する者     Ｒ 氏 

       設定を受ける者   Ｓ 氏 

       期 間       令和４年３月１日から令和９年２月２８日 

利用権の種類    使用貸借権 

 

整理番号３－８５ 

       新 規 中 谷  ６筆  計９，１２４㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｔ 氏 

       設定を受ける者  Ｓ 氏 

利用権の種類   賃貸借 

借 賃      １０ａあたり米３０㎏ 

借賃の支払時期  毎年１２月末日までに支払い 

 

整理番号３－８６ 

       新 規 野 木  ３筆  計１５，１１９㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｕ 氏 

       設定を受ける者  Ｖ 氏 

       利用権の種類   所有権 

       対 価      ４，３００，０００円 

対価の支払期限  令和４年３月３１日 

 

整理番号３－８７ 

       新 規 野 木  １筆  ２，３８８㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｗ 氏 

       設定を受ける者  Ｖ 氏 

       利用権の種類   所有権 

       対 価      ６５０，０００円 

対価の支払期限  令和４年３月３１日 

 

整理番号３－８８ 

       更 新 中 谷  ２筆  計１，７７８㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｘ 氏 

       設定を受ける者  Ｙ 氏 

期 間      令和４年３月１日から令和７年２月２８日 

利用権の種類   賃貸借 
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借 賃      １０ａあたり米０．５俵 

借賃の支払時期  毎年１２月３０日までに支払い 

 

       整理番号３－８９ 

       新 規 佐川野  ２筆  計３，５６２㎡ 現況 田 

       設定する者     Ｚ 氏 

       設定を受ける者  ＡＡ 氏 

       期 間      令和４年３月１日から令和１４年２月２９日 

       利用権の種類   賃借権 

       借 賃      １０ａあたり米０．５俵 

       借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

議  長   質疑がないか諮った。（質疑なし） 

質疑がないため、議案第４号 農地利用集積計画の策定について承認する 

ことに賛成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第５号 農地法第３条第２項第５号に規定する農地取得に係る 

下限面積（別段面積）の設定について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第５号 農地法第３条第２項第５号に規定する農地取得に係る下限面 

積（別段面積）の設定について説明 

        

       ５年に一度公表される農林業センサスの結果の公表に伴い、農地取得に係 

る下限面積（別段面積）の見直しを行うものです。 

       下限面積は、農地取得に係る許可要件の１つであり、受け手の許可後の耕 

作面積（経営面積）が「原則として北海道では２㏊以上、都道府県では５ 

０㏊以上となること」と規定されています。この下限面積について、平成 

２１年１２月農地法の施行改正により、下限面積である５０ａが地域の平 

均的な経営規模や遊休農地の状況から見て、その地域の実情に合わない場 

合には農業委員会の判断で「別段の面積」を定めることができるようにな 

りました。 

また、別段の面積を設定する際の基準について、農地法施行規則第１７条 

において、「設定区域は、自然的経済的条件から見て営農条件がおおむね同 

一と認められる区域であること」、「定めようとする別段の面積未満の農家 

数が設定区域内において全農家数の４割以上であること」等と定められて 

おります。 

そして、２０２２年農林業センサスにおける下限面積５０ａ未満の経営体 



 

- 9 - 

 

数は４４と全体の約１３％であり別段面積を設定する基準を満たしていな 

い状況であり、令和３年度の利用状況調査の結果、遊休農地率につきまし 

ても０．６８％と非常に低い状況であるため、下限面積（別段面積）を変 

更する必要性はないと考えられますので、ご審議のほどよろしくお願いし 

ます。 

 

議  長   質疑がないか諮った。（質疑なし） 

質疑がないため、議案第５号 農地法第３条第２項第５号に規定する農地 

取得に係る下限面積（別段面積）の設定ついて不要とすることに賛成の委 

員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め不要することを告げた。 

次に、報告第１号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出 

書の受理報告について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理報告につい 

て説明。 

 

  受付番号６９ 

       友 沼    １筆 ６７１㎡  登記簿 山林・現況 畑 

       譲渡人    ＡＢ 氏 

       譲受人    ＡＣ 氏 

       事由の概要  住宅敷地 

       移転の内容  売買による所有権移転 

 

受付番号７２ 

       友 沼    １筆 ２３１㎡  登記簿 畑・現況 田 

       譲渡人    ＡＤ 氏 

       譲受人    ＡＥ 氏 

       事由の概要  住宅敷地 

       移転の内容  売買による所有権移転        

 

受付番号７６ 

       丸 林    １筆 ６８２㎡  登記簿 畑・現況 畑 

       譲渡人    ＡＦ 氏 

       譲受人    ＡＧ 氏 

       事由の概要  住宅敷地 

       移転の内容  売買による所有権移転 



 

- 10 - 

 

 

議  長   この案件については、調査不要のため報告のみと告げ、次に報告第２号  

農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告について、事務局 

の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告につい 

て説明。 

 

       受付番号２９０ 

       野 木   １筆  ２，３８８㎡  現 況 田 

       賃貸人    Ｗ 氏 

       賃借人   ＡＨ 氏 

       解約理由  賃貸人の都合による 

       合意解約日 令和４年１月２７日 

 

受付番号２９１ 

       野 木   ３筆  １５，１１９㎡  現 況 田 

       賃貸人    Ｕ 氏 

       賃借人   ＡＨ 氏 

       解約理由  賃貸人の都合による 

       合意解約日 令和４年１月２７日 

 

議  長   この案件については、調査不要のため報告のみと告げ、次に報告第３号農 

業経営責任者変更届について、事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第３号農業経営責任者変更届の受理報告について説明。 

 

       受付番号６８ 

       届出者       ＡＩ 氏 

       変更前の経営責任者 ＡＩ 氏 

       変更後の経営責任者 ＡＢ 氏 

       変更理由      高齢のため 

 

       受付番号７１ 

届出者       ＡＫ 氏 

       変更前の経営責任者  Ｊ 氏 

       変更後の経営責任者 ＡＫ 氏 
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       変更理由      経営移譲のため 

 

受付番号７３ 

届出者       ＡＬ 氏 

       変更前の経営責任者 ＡＭ 氏 

       変更後の経営責任者 ＡＬ 氏 

       変更理由      死亡のため 

 

議  長   この案件については、調査不要のため報告のみと告げた。 

       議案第１号から第５号、報告第１号から第３号の全ての審議の終了を告げ 

た。次にその他について、事務局に諮った。 

 

事 務 局   ①２０２２年度農業委員会総会で審議する書類の提出締切日のお知らせについて 

②農地の売り渡しおよび譲渡希望について 

③令和４年度の施設予約について 

 

議  長   他にあるか諮った。（別になしの声あり） 

       以上で議事が全部終了した旨を告げ、閉会を宣言した。 

                             （午前１１時３０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


